
仮 運 転 免 許 事 務 処 理 要 領 の 制 定 に つ い て

平 成 ６ 年 ７ 月 1 1 日

例 規 （ 試 ・ 免 ） 第 １ ４ 号

警 察 本 部 長

〔 沿 革 〕 平 成 11年 ２ 月 例 規 （ 試 ・ 免 ） 第 ３ 号 平 成 12年 １ 月 例 規 （ 試 ・ 免 ） 第 １ 号

平 成 15年 １ 月 例 規 （ 試 ） 第 １ 号 平 成 19年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 33号

平 成 19年 ６ 月 例 規 （ 千 免 ） 第 52号 平 成 21年 １ 月 例 規 （ 警 ） 第 ３ 号

仮 運 転 免 許 事 務 処 理 要 領 の 制 定 に つ い て （ 昭 和 59年 例 規 （ 試 験 ・ 免 許 ） 第 14号 ） の 全

部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 誤 り の な い よ う に さ

れ た い 。

な お 、 こ の 要 領 の 実 施 前 に し た 改 正 前 の 仮 運 転 免 許 試 験 の 実 施 及 び 仮 運 転 免 許 証 の 交 付 に

関 す る 事 務 は 、 改 正 後 の 要 領 の 規 定 に 基 づ い て し た も の と み な す 。

記

仮 運 転 免 許 事 務 処 理 要 領

第 １ 趣 旨

こ の 要 領 は 、 道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 89条 に 規 定 す

る 運 転 免 許 試 験 の う ち 、 仮 運 転 免 許 試 験 （ 以 下 「 仮 免 許 試 験 」 と い う 。） の 実 施 及 び 仮 運 転

免 許 証 の 交 付 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 。

第 ２ 運 転 免 許 本 部 に お け る 仮 運 転 免 許 事 務 の 取 扱 い

交 通 部 運 転 免 許 本 部 に お け る 仮 運 転 免 許 事 務 の 取 扱 い に つ い て は 、 運 転 免 許 事 務 取 扱 要

領 の 制 定 に つ い て （ 平 成 14年 例 規 （ 免 ・ 試 ） 第 46号 ） に 規 定 す る 運 転 免 許 事 務 の 取 扱 い の

例 に よ る 。

第 ３ 指 定 教 習 所 に お け る 仮 運 転 免 許 事 務 の 取 扱 い

１ 指 定 教 習 所 に 対 す る 事 務 の 委 託

法 第 108条 の 規 定 に よ り 、 委 託 す る こ と が で き る 免 許 関 係 事 務 の う ち 、 指 定 自 動 車 教 習

所 （ 以 下 「 指 定 教 習 所 」 と い う 。） に 係 る も の は 、 指 定 教 習 所 の 教 習 を 受 け て い る 者 （ 以

下 「 教 習 生 」 と い う 。） に 対 す る 仮 免 許 試 験 の 実 施 及 び 仮 運 転 免 許 証 の 交 付 に 関 す

る 事 務 と す る 。

２ 委 託 契 約

指 定 教 習 所 に 対 す る 事 務 の 委 託 は 、 各 年 度 ご と に 千 葉 県 公 安 委 員 会 （ 以 下 「 公 安 委 員

会 」 と い う 。） と 指 定 教 習 所 と の 契 約 に よ り 行 う も の と す る 。

３ 指 定 教 習 所 に 対 す る 委 託 事 務 の 処 理

指 定 教 習 所 に 委 託 し た 事 務 は 、「 指 定 自 動 車 教 習 所 に お け る 仮 運 転 免 許 事 務 処 理 要 領 」

（ 別 添 ） に 基 づ き 処 理 さ せ る も の と す る 。

第 ４ 署 に お け る 事 務 の 処 理

１ 仮 免 許 試 験 の 結 果 の 判 定

(１ ) 指 定 教 習 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 警 察 （ 以 下 「 所 轄 署 」 と い う 。） の 長 （ 以 下 「 所 轄

署 長 」 と い う 。） の 行 う 仮 免 許 試 験 の 結 果 判 定 は 、 指 定 教 習 所 の 管 理 者 （ 以

下 「 管 理 者 」 と い う 。） か ら 当 該 試 験 の 受 験 者 名 簿 、 仮 運 転 免 許 申 請 書 、

解 答 用 紙 及 び 採 点 結 果 の 提 出 を 受 け る と と も に 、 仮 免 許 試 験 の 実 施 結

果 を 報 告 さ せ て 行 う も の と す る 。

(２ ) 所 轄 署 長 は 、 管 理 者 か ら 仮 免 許 試 験 実 施 結 果 の 報 告 を 受 け た と き は 、 警 部 補 以 上 の

階 級 に あ る 警 察 官 で あ っ て 、 仮 免 許 試 験 結 果 を 確 認 す る も の と し て あ ら か じ め 指 定 し



た 者 に 当 該 仮 免 許 試 験 の 実 施 結 果 を 確 認 さ せ 、 結 果 に 誤 り が な い と き は 、 受 験 者 名 簿

に 合 格 又 は 不 合 格 の 表 示 を 行 う と と も に 、 判 定 者 欄 に 確 認 者 印 を 押 印 し て 、 こ れ を 管

理 者 に 返 還 す る も の と す る 。

２ 仮 運 転 免 許 証 へ の 押 出 し ス タ ン プ （ 本 部 長 印 ） の 押 印

(１ ) 所 轄 署 長 は 、 仮 免 許 試 験 の 結 果 を 判 定 し た と き は 、 指 定 教 習 所 の 管 理 者 か ら 作 成 し

た 合 格 者 の 仮 運 転 免 許 証 を 提 出 さ せ 、 こ れ を 当 該 合 格 者 の 氏 名 等 と 照 合 し た 上 で 仮 運

転 免 許 証 の 免 許 名 義 人 写 真 部 分 に 押 出 し ス タ ン プ を 押 印 し 、 返 還 す る も の と す る 。

(２ ) 押 出 し ス タ ン プ は 、 千 葉 県 警 察 の 公 印 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 19年 本 部 訓 令 第 15号 ） 別

表 に 掲 げ る ５ 号 印 （ 刻 印 ） を 写 真 の 下 部 に お お む ね ２ 分 の １ を か け て 押 印 す る も の と

す る 。

３ 仮 運 転 免 許 証 用 紙 の 配 布

(１ ) 仮 運 転 免 許 証 用 紙 （ 以 下 「 仮 免 許 証 用 紙 」 と い う 。） は 、 運 転 免 許 本 部 千 葉 運 転 免

許 セ ン タ ー 長 （ 以 下 「 千 葉 運 転 免 許 セ ン タ ー 長 」 と い う 。） か ら 所 轄 署 長 に 送 付 し 、 所

轄 署 長 は こ れ を 指 定 教 習 所 の 管 理 者 に 配 布 し な け れ ば な ら な い 。

(２ ) 所 轄 署 長 は 、仮 免 許 証 用 紙 の 送 付 を 受 け た と き 及 び こ れ を 管 理 者 に 配 布 し た と き は 、

「 仮 運 転 免 許 証 用 紙 受 払 簿 （ 甲 ）」（ 別 記 様 式 ） に よ り そ の 経 過 を 明 ら か に し て お く も

の と す る 。

４ 手 数 料 納 入 の 確 認 及 び 千 葉 県 収 入 証 紙 へ の 消 印

所 轄 署 長 は 、 仮 免 許 試 験 の 結 果 判 定 の 際 に 提 出 を 受 け た 仮 運 転 免 許 申 請 書 に 試 験 手

数 料 及 び 仮 運 転 免 許 証 交 付 手 数 料 と し て ち ょ う 付 し た 千 葉 県 収 入 証 紙 を

確 認 し 、 消 印 し た 上 で 、 当 該 仮 運 転 免 許 証 申 請 書 を 管 理 者 に 返 還 す る も

の と す る 。

第 ５ 仮 免 許 試 験 の 立 会 等

千 葉 運 転 免 許 セ ン タ ー 長 又 は 所 轄 署 長 は 、 委 託 事 務 を 適 正 に 処 理 さ せ る た め 、 警 察 職 員

を 指 定 し 、 指 定 教 習 所 に お い て 行 う 仮 免 許 試 験 に 年 １ 回 以 上 立 ち 会 い 、 又 は 仮 免 許 試 験 問

題 及 び 仮 免 許 証 用 紙 の 保 管 管 理 状 況 そ の 他 必 要 事 項 を 随 時 調 査 し 、 指 導 す る も の と す る 。

以 下 様 式 省 略


